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「会計管理事務」 

平成29年11月28日 

会  計  管  理  局 



「会計管理事務」報告書要旨 
１ 「見える化」分析の要旨 

 

２ 今後の改革の進め方 
 ３つの方針を設定し、全庁的な取組を進める。 

③新公会計制度について、自治体初の財務諸表を作成・ 

 公表するとともに、マクロ面で財政運営へ反映。 

 都政運営のインフラともいうべき会計制度の整備及び適正な運用の確保のため取り組んでいる「会計管理事務」 
について分析。 

①不適正な事務処理は減少傾向（2016年度693件） 

 にあり、事故等につながりうるものが半数程度。 

分析 

②職員による現金支出額は2016年度約60億円。 

 （調査中） 

③新公会計制度の特長を生かしたミクロ面でのさらな 

 る活用が求められる。 

①不適正処理の背景は、各局職員の知識・意識不足、 

 事務負担・チェック機能不全など。 

問題点 

②現金の取扱いは、紛失や横領等の事故リスクが高い。 

 方針①：会計事務の適正化 
・「しごと改革」の中で、会計事務フローの点検を実施 

・これまでの取組から方向性の転換を図り、検査体制の見直し（リスクに応じた検査基準の見直し、自己検査の 
 強化など各局の自律的取組の促進）、業務プロセスの改善（BPR）、ICT活用による省力化・効率化を推進 

方針②： キャッシュレス化の推進 
・「しごと改革」の中で、全庁的な「現金取扱いの実態調査」を実施 

・代替手段等の対応方針を決定し、原則キャッシュレスとする 

方針③：ミクロ面でのさらなる活用を促進 
・新公会計制度の活用推進に向け、各局を支援し、自治体間連携を促進 
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序章 会計管理事務とは 

 会計管理局は、各局が取り組む事業の円滑な遂行を支えるべく、都政運営のイン
フラともいうべき会計制度の整備及び適正な運用の確保のため、「会計管理事務」
として以下の取組を行っている。 

 ① 適正な会計事務の確保 
 ② 新公会計制度の推進 
 ③ 安全で効率的な公金管理 
 ④ 官民連携ファンドの運営状況の監視 
 ⑤ 用品事務 

 そのため、本報告書は３章構成とし、まず、第１章「事業の現状」において、当局の
取組全般を整理し、第２章「事業の分析と課題の抽出」において、取組の分析とそ
れにより抽出された課題を明らかにした上で、第３章「課題に対する今後の方向性」
において、課題解決のための取組を検討する。 

 本報告書は、「見える化改革」の一環として、会計管理事務に対する都民の一層
の理解と納得を得ることを目的に作成した。 

 内容については、「会計管理事務」を定量的に見える化することで、都民に分かり
やすく説明することを心掛けている。 
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「会計管理事務」の全体像 

 報告する事業は、「適正な会計事務の確保」「新公会計制度の推進」「安全で効率的な公金管理」「官民連携ファンドの運
営状況の監視」「用品事務」の５つ。 
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序章 会計管理事務とは （「会計管理事務」の概要） 

○複式簿記・発生主義会計の考え方を加えた新公会計制度の運用 
○他自治体への支援 

○会計実務等の指導及び直接検査や研修等の着実な実施 
○会計企画部門、検査指導部門及び出納審査部門が連携し、全庁における 
 会計事務の適正化を推進 

適正な会計事務の確保 

新公会計制度の推進 

○用品を集中的に大量一括購入し、各局・所の需要に応じて安価に、 
 計画的、安定的かつ迅速に供給 

用品事務 

○官民連携インフラファンド、官民連携再生可能エネルギーファンド及び 
 官民連携福祉貢献インフラファンドの運営状況の監視 

官民連携ファンドの 
運営状況の監視 

○景気の動向や金融政策の先行きに特段の注意を払いつつ、安全性を最重 
 要視し、流動性を確保した上で、柔軟かつ効率的な保管・運用を実施 

安全で効率的な 
公金管理 



会計管理局の組織体制 

 会計管理局の組織体制は２部・６課、定数は１１３人。 
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序章 会計管理事務とは （「会計管理事務」の概要） 

○2017年４月１日現在の組織（カッコ内は定数） 

会計管理局 

管 理 部 警察・消防 
出 納 部 

総 務 課 公金管理課 会計企画課 出 納 課 警察出納課 消防出納課 

○都の公金の管理、 
 金融情勢に関する 
 調査・分析 
 
○資金の活用に係る 
 事務 

○会計事務に関する 
 企画・指導・検査 
 
○決算の調製 
 
○財務会計システム 
 の管理・運用 
 
○新公会計制度の 
 推進 

○都の公金の収入・ 
 支出等の出納に伴 
 う事務 
 
○国費に関する事務 
 
○各局の収入・支出 
 に関する書類等の 
 審査事務 

○警視庁の収入・ 
 支出に関する書類 
 等の審査事務 
 
○警視庁の支払事 
 務 

○局の予算、組織、 
 人事、福利厚生、 
 文書等の庶務事務 
 
○事務用品の集中 
 購買・供給事務 

（113人） 

（92人） （21人） 

（17人） （21人） （36人） （18人） （13人） （8人） 

○東京消防庁の収 
 入・支出に関する 
 書類等の審査事務 
 
○東京消防庁の支 
 払事務 



給与関係費   9.5  9.4  9.8  10.5  10.7  

③物件費    10.8  12.2  12.0  10.7  10.3  

②積立金    20.0  16.7  
10.3  

17.0  14.6  

その他     0.1  0.0  

0.0  

①その他 

41.2  

0.3  
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20.0

30.0
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80.0

90.0
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(見込み) 

会計管理局の決算 

 歳入は、2015年度に、基金や歳計現金の平均残高の増加及び官民連携ファンドの分配金により、増加。 
 歳出は、2015年度に、官民連携ファンドへの出資により、歳出規模が40億円程度、増加。 
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序章 会計管理事務とは （「会計管理事務」の概要） 

歳 
 

入 

歳 
 

出 

② 財産収入 20.0  16.8  
10.3  

17.0  14.6  

① 諸収入     1.9  
2.5  

2.6  

9.1  
8.3  

その他          0.0  
0.0  

0.0  

0.0  
0.0  

0.0

10.0

20.0

30.0

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

(見込み) 

①官民連携ファンドへの出資金等 
 
②基金運用から生じた利子等を 
 積立てるための支出 
 
③委託料、役務費等 

（単位：億円） 

①歳計現金等から生じる利子、 
 官民連携ファンドからの分配金 
 (2015年度から)等 
 
②基金から生じる利子等 



第１章 事業の現状 
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 第１章「事業の現状」では、当局の「会計管理事務」の現状を整理。 

１ 適正な会計事務の確保 
 ・適正な会計事務の確保に向けた体制、会計事務における現金取扱いの現状等 
 ・会計制度の企画、財務会計システムの全体像、決算事務 

２ 新公会計制度の推進 
 ・複式簿記・発生主義会計に基づく都の新たな会計制度の概要 
 ・他自治体への普及・導入支援活動等 

３ 安全で効率的な公金管理 
 ・都の公金管理についての考え方、残高・運用収入・運用利回りの推移、運用に関する工夫等 

４ 官民連携ファンドの運営状況の監視 
 ・当局が運営状況を監視している官民連携ファンドの概要 

５ 用品事務 
 ・用品を集中的に大量一括購入し、各局・所に供給する用品制度の概要 



適正な会計事務の確保に向けた体制 

 会計管理局は、各局・所の職員が会計事務を適切に行えるよう、「審査（支出前のチェック）」、「検査（支出後のチェッ
ク）」、「その他、各局・所への支援・指導」を実施。 

第１章 事業の現状 （１ 適正な会計事務の確保） 
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会計管理局

収支命令者
局・所の予算事務

主管課長

特別出納員
局・所の予算事務を取

り扱う課長代理

検査

各局・所

企画

審査

適正な会計事務を確保する仕組み

【運用の統括】

【情報発信】

【審査】

100万円以上

【審査】

100万円未満

【直接検査】

会計管理局による
支援・指導

【支出命令書等の審査】

指導

【研修】

【指導・相談】

局経理担当

自己検査員

【自己検査】

○審査（支出前のチェック）

○検査（支出後のチェック）

○その他、各局・所への支援・指導

企画
担当

会
計
管
理
局

検査結果のフィードバック

情報発信

会計管理局
検査担当

研修

相談・問合せへの対応

検査での指導 検査
担当

指導
担当

各局・所
特別出納員

（会計管理者が委任）

会計管理局
審査担当

１００万円未満

１００万円以上

自己点検

自己検査

直接検査

各局
検査員

各課
点検員

100万円未満
の支出等

局の収入
・支出全般

課内
現金等

※警視庁の支出は警察出納課、
　 消防庁の支出は消防出納課で審査



会計事務の検査の体系 

 各局・所の会計事務検査は、会計管理局が行う直接検査と各局が行う自己検査・自己点検がある。 
 これらの検査を通して、会計事務の適正化と全庁の会計職員の能力向上を図っている。 
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第１章 事業の現状 （１ 適正な会計事務の確保） 

局 検査名 対象項目 検査担当者 対象部署 頻度 対象期間 根拠 

会
計
管
理
局 

直
接
検
査 

定期検査 
2003年度～

※ 

100万円未満の支出、前
渡金の支出等 
（特別出納員・資金前渡
受者の事務等） 

会計管理局 
検査担当職員 

全ての部（部を置か
ない局においては
局）及び所 
（約500部署） 

2年に1回 
（約250部署を検査） 

前回実施日
から今回実
施日の前日
まで 

・地方自治法 
 第149条第1項第5号（長による 
 会計の監督） 
 第170条第2項第6号（会計管理 
 者による支出負担行為の確認） 

再検査 
2012年度～ 

定期検査の結果、会計管
理者が改めて検査する
必要があると認めた項目 

定期検査の結果、
会計管理者が必要
と認める部及び所 
（10～20部署） 

定期検査を実施し
た年度又は翌年度
に1回 ・東京都会計事務規則 

  第134条（直接検査） 
 第129条（自己検査） 
 
・東京都物品管理規則 
  第65条（直接検査） 
 第60条（自己検査） 
 
・直接検査実施要綱 
 
・自己検査実施要綱 
 
・自己点検実施要綱 
 

各
局 

自己検査 各局の収入・支出事務等 

各局長が命じた
職員 
（経理担当職員
等） 

全ての部（部を置か
ない局においては
局）及び所 
（約700部署：警視
庁・消防庁含む） 

毎年度1回以上 

自己点検 
2003年度～ 

現金・金券類の管理等 

所管課長又は所
管課長が命じた
職員 
（課内職員） 

会計事務を所管す
る課 

四半期に1回 

※ 2002年度の特別出納員への審査委任を受け、会計事務の公正性の担保を目的に2003年度より定期検査を開始。 



不適正な事務処理の抑制 

 予防保全・再発防止を重視した以下の取組等により、不適正な事務処理（※）件数を抑制。 
  
                                  ※都の会計ルール・基準どおりに行われない事務処理のこと。 
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取   組 開始時期 内          容 
実績 

（2016年度） 

研修 2008年度 
・4月から8月に実施する研修を新任の会計担当職員等を対象とした職員育成の手段として明確化し、 
 研修受講を促進 
・不適正な事務処理の事例研究や演習など実践的な知識を付与 

8科目 
計29回  

指導 

日常の指導 － 各局、所からの相談や問合せ等、日常の事務指導を通じた知識付与 約3,800件 

「会計事務の手引」の
拡充 

2016年度 
「会計事務の手引」と研修テキスト、質疑応答集の一部を統合し、体系的な知識付与が可能な新しい
手引きを作成 

－ 

検査 

不適正事例の一覧を
配付 

－ 検査時に受検部署に対し、検査でよく見られる不適正事例を配付し注意喚起 

約250部署 

ヒアリングの実施 2014年度 検査時に受検部署における会計事務のチェック体制を確認しリスクを顕在化 

経理担当者への
フィードバック 

2003年度 検査やヒアリング結果を各局内の事務指導に活用できるよう各局経理担当者へフィードバック 延べ41回 

再検査による指導 2012年度 不適正な事務処理が多かった受検部署に対し、再検査によって再発防止に着目した指導を実施 12部署 

自己検査の支援と注
意点認識の醸成 

－ 
・各局における自己検査の実施にあたり、当該局の実態に即した計画策定を支援 
・不備内容を「検査結果事例集」として全局にフィードバックし、自己検査の実効性を向上 

25局 

情報 
発信 

「会計だより」の発行 

2012年度 
隔月で会計担当職員向けの「会計だより」を発行し、検査において誤りが多く検出された事例等を周
知 

6回 

2013年度 人事異動時期の5月と7月に収支命令者や資金前渡受者である管理職向けの「会計だより」を発行 2回 

2016年度 過去の「会計だより」の合冊版を庁内電子掲示板に掲出し、用語の検索性を向上 － 

第１章 事業の現状 （１ 適正な会計事務の確保） 



会計事務における現金取扱いの制度 

 支出では、特定の経費について、職員（資金前渡受者）に概括的に資金を交付し、現金払いをさせる資金前渡がある。 
 収入のうち、現金の収納は、会計管理者の命を受けて金銭出納員が実施。 
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第１章 事業の現状 （１ 適正な会計事務の確保） 

（支出）   

資金前渡の対象経費 取扱者 根  拠 

随時の資金及び常時必要とする資金 

・非常災害のため即時支払を必要とする経費 
・外国、遠隔の地又は交通不便の地域において支払  
  をする経費 

・講習会又は研究会の参加費、資料代その他これら 
  に類する経費 
・駐車場や事業現場などにおいて直接支払を要する 
  経費 
・生活扶助費などの経費 

                                                                 など 

資金前渡受者 
地方自治
法施行令 
第161条 

東京都会計事務規則
第76条第1項各号 

少額支払案件 ・1件5万円以下の支払い（工事請負費を除く） 
東京都会計事務規則
第76条第5項 

職員に支給する給与、旅費など 
・職員に支給する給与、旅費、児童手当の支払 
・議員、各種行政委員、その他の非常勤職員に 
 対する報酬、費用弁償等 

給与取扱者 
東京都会計事務規則
第81条 

（収入） 

事  項 対  象 取扱者 根  拠 

税金、使用料、手数料等 各種窓口や臨戸で収納したもの等 金銭出納員 
自治法 
第171条 

会計事務規則第28条 

（法令の規定） 
・資金前渡は、概算払、口座振替払などと並ぶ支出の特例であり、金額や債権者が確定していない経費について、職員を介して支払を行う 
  制度である。（地方自治法第232条の5第2項、同施行令第161条） 
・給与は職員に直接、通貨で全額を支払わなければならない。給与等の資金の前渡を受ける者を給与取扱者という。（労働基準法第24条の1、 
  地方公務員法第25条の2、東京都会計事務規則第81条第3項） 
・現金の出納は、会計管理者から事務を委任された出納員が行う。（地方自治法第171条） 



会計制度の企画（電子マネー収納推進の取組） 

 都では電子マネーによる公金収納の実績はない。 
 電子マネーは都民の利便性が高く、収納事務の効率化にも資する。 

 電子マネー収納の環境整備のため、「電子マネーによる公金収納の実務的指針」を2017年3月に策定し、 
9月に各局の導入予定について状況調査を実施。 
 都民や外国人旅行者など多くの人たちが訪れる都立施設への導入を支援。 
 

第１章 事業の現状 （１ 適正な会計事務の確保） 

電子マネー収納の仕組み 「電子マネーによる公金収納の実務的指針」の概要 

対象              

領収時点 

安全性 

延滞金の考慮が不要な窓口収納に限定 

利用者からの電子マネー支払Ⓐの時点で領収 
したものとして取扱う 

電子マネー事業者に対するリスク管理を実施 

都民

都

電子マネー

事業者

チャージ 支払

収納金入金(翌月)

電子

マネー

電子

マネー
現金

現金

A B

端末

タッチ
未収

期間

自治法上の

「収納」日

：現金主義
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財務会計システムの全体像 

 財務会計システムは、予算の執行、決算、物品管理等に係る内部管理事務について適正かつ迅速な事務処理を支援
する、大規模な全庁的基幹システム。単式簿記・現金主義会計と、複式簿記・発生主義会計の処理を同時に行うことが
可能。 
 2006年３月から現行のシステムが稼働。 

第１章 事業の現状 （１ 適正な会計事務の確保） 

・財産情報システム(公有財産）
・道路資産管理システム（インフラ資産）

公債管理システム

異動情報

減価償却費

起債・償還情報

財務会計システム

予算
情報

予算計数
システム予算編成

歳入・歳出

資産取得・除却等

起債・償還等

異動情報

減価償却費

仕訳

仕訳

仕訳

関連システム
（収入・支出等で連携する各局システム）

・人事給与システム
・税務総合支援システム
・都営住宅管理総合システム
・都立学校授業料徴収システム 等

歳入・歳出

正味財産変動計算書

キャッシュ・フロー計算書

行政コスト計算書

貸借対照表

指定金融機関

債権者・債務者

支払・納付

支払
情報

現金収支

官庁会計決算

（各会計歳入
歳出決算書等）

予算執行管理システム

歳入管理システム

歳出管理システム

歳入歳出外現金管理システム

資金管理システム

債権者債務者管理システム

複式処理
システム

（重要物品のみ）

収入済
情報

財

務

諸

表
作

成

機

能

仕訳

決算管理
システム

物品管理システム

執行系システム

執行

情報

金利情報
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決算書、財務諸表等の議会提出までの流れ 

 地方自治法に基づき決算を調製し、監査委員の決算審査の意見とともに決算を議会の認定に付す一連の業務及び都
民への公表を実施。 

第１章 事業の現状 （１ 適正な会計事務の確保） 

１０月 １１月 １２月 １月４月～３月 ８月 ９月４月 ５月 ６月 7月

決算書等の作成

5/31

出
納
閉
鎖

3/31

年
度
末

公
報
登
載

予
算
案
発
表

次年度予算編成

決算参考書作成

議会決算審議

監査委員決算審査

予算執行

議
会
認
定

議
会
へ
提
出

決
算
参
考
書

現金収支仕訳の累積

非現金収支仕訳の累積

資産データとの照合（公有財産・物品等）

・財務会計システムのデータの

点検

・引当金の計上等

・注記の作成

財
務
諸
表

議
会
へ
提
出

公
表
（
概
要
版
）

定例

監査

官

庁

会

計

複

式

簿

記

・

発

生

主

義

会

計

決 算 整 理

監
査
委
員
へ
提
出

決
算
書
等

決
算
審
査
意
見
書

出納整理

期間

複
式
情
報
入
力
に
よ
る

自
動
仕
分

10月～
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議会に提出する決算資料 

 地方自治法等に基づき、下記の資料を議会に提出。 

第１章 事業の現状 （１ 適正な会計事務の確保） 

 ・決算書等（会計管理局） 
   各会計歳入歳出決算書 

   歳入歳出決算事項別明細書 
   実質収支に関する調書 

   財産に関する調書 
 ・決算参考書（会計管理局） 
 ・各会計歳入歳出決算審査意見書（監査事務局） 
 ・主要施策の成果（財務局） 

【官
庁
会
計
】 

【複
式
簿
記
・ 

発
生
主
義
会
計
】 

【本会議】 【決算特別委員会 各分科会】 

 ・決算参考書 財務諸表（会計管理局） 

 
   会計別の財務諸表 

 ・決算説明書（各局） 

 ・決算参考書 財務諸表（各局） 
 
   会計別の財務諸表 

16 



17 

第１章 事業の現状 （２ 新公会計制度の推進） 

 都では、従来の官庁会計に複式簿記・発生主義会計の考え方を加えた新公会計制度を2006年度から運用し、 
「東京都会計基準」に基づく財務諸表を、決算参考書として議会に提出。 

 ③ 個別の事業改善に活用できる財務諸表 

 ② 財務諸表が住民にとってわかりやすい  

※１ 総務省は、2007年10月に「基準モデル」「総務省方式改訂モデル」、2014年4月に「統一的な基準」を提示 

 ④ 従来の官庁会計の会計処理との整合性を確保 

「東京都会計基準」の特色 

（経緯） 都の新公会計制度の検討開始時点（2002年5月）では、行政に適用できる会計基準が存在しなかったため（※１）、 

    企業会計原則等の会計基準を基本に、「東京都会計基準」を策定 

 ① 行政の特質を考慮        

新公会計制度導入の目的 

    複式簿記・発生主義会計の考え方により、官庁会計では明らかにならなかったストック情報及びコスト情報を把握し、マネジメントへ

の活用、職員の意識改革（コスト意識の醸成）、アカウンタビリティ（説明責任）の向上を図る 

東京都の新たな公会計制度の概要 

→ 企業会計の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書に準拠 

→ 「インフラ資産」を区分計上 等 
       例：将来にわたり維持が必要であり売却不可能な資産を大量に保有（道路・橋梁等） 

→ 事業別財務諸表の作成・活用が可能 

→ 出納整理期間の考慮、勘定科目に予算と同様の科目分類を採用 
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第１章 事業の現状 （２ 新公会計制度の推進） 

財務諸表の議会への提出 
  

正確な財務諸表の作成 

 ア 東京都会計基準の充実                  →  企業等の会計基準の動向等を踏まえつつ継続的な見直しを実施 

 イ 全庁の会計処理の正確性の確保            →  勘定残高・財産台帳間の照合、運用マニュアルの整備、研修・検査 

 ウ 財務会計システムにおける複式処理の安定運用  →  複式仕訳を行うサブシステムの安定運用 

各局長 会計管理者 知事 議会 

会計別財務諸表 
（各局） 

地方自治法上の議会による決算認定の対象ではないが、各会計の歳入歳出決算を補完する資料として提出 

決算参考書 
財務諸表 

決算参考書 
財務諸表 

東京都の新たな公会計制度の概要 
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第１章 事業の現状 （２ 新公会計制度の推進） 

  

 制度導入の先行自治体（17団体）が普及に向けて連携した取組。都内自治体にもきめ細かく支援。 

設置目的 

 新公会計制度導入の先行自治体が、制度導入の目的やプロセス等

について情報交換するとともに、全国自治体への普及が一層進むよう

連携した取組を協議する 

構成団体 → 17団体 （2017年5月現在）     
                      ※下線は当初5団体 

  東京都、大阪府、新潟県、愛知県、町田市、 

 大阪市、江戸川区、大阪府吹田市、 

 福島県郡山市、荒川区、福生市、八王子市、 

 中央区、世田谷区、品川区、渋谷区、板橋区 

活動実績 
  

2011年度 第1回会議 ＜5団体＞（東京都、大阪府、新潟県、愛知県、町田市） 

2012年度 第2回・第3回会議 ＜7団体＞（新規：大阪市、江戸川区） 
       セミナー ＜東京ビッグサイト＞ 
       パンフレット 「新公会計制度だからわかること・できること」作成 

2013年度 第4回会議 ＜8団体＞（新規：大阪府吹田市） 
        セミナー① ＜都内ホテル＞／セミナー②＜大阪府庁＞ 
       パンフレット① 「自治体トップのための新公会計制度のすすめ」作成 
              パンフレット② 「新公会計制度導入ロードマップ」作成 

2014年度 第5回会議 ＜12団体＞ 
       （新規：福島県郡山市、荒川区、福生市、八王子市） 
       シンポジウム ＜町田市内ホテル＞ 

2015年度 第6回会議 ＜12団体＞ 
       セミナー ＜都内ホテル＞ 
       「事業別財務諸表 指標分析ガイド」作成 

2016年度 第7回会議 ＜15団体＞（新規：中央・世田谷・品川区） 
       シンポジウム開催 ＜江戸川区内ホール＞ 

2017年度 第8回会議 ＜17団体＞（新規：渋谷・板橋区）       

連絡会議の議題 
（2017年5月22日開催 第8回の場合）  

○ 各団体の活動報告・活動予定、 
    財務諸表の活用状況等 

○ 各団体の総務省の統一的な基準 
    への対応状況 

○ 都が開催した「他団体との『意見 
  交換会』」開催結果 

シンポジウム・セミナーの内容
（2016年度の場合）  

【テーマ】財務諸表の有効活用が 
       自治体経営を変える 

【参加者】自治体関係者等、300人弱 

【内   容】町田市、大阪府吹田市、 
      江戸川区によるパネル 
      ディスカッション等 

新公会計制度普及促進連絡会議等 

先行自治体の取組  （新公会計制度普及促進連絡会議） 都内自治体への支援 

○ 2010年度以降、区長会・市長会・  

  町村会における制度説明や、 

  区長会・市長会の研修会に 

  おける講義等を実施 

 

○ 現在は、下記支援を実施 

 

  ・品川・板橋区で制度に携わる 

  職員の、都の制度所管部署へ 

  の受入れ 

  ・世田谷・品川・板橋区と 

  個別に支援協定を締結し、 

   各団体内部の検討組織に 

  都職員が参加 

  ・市長会研修会における講義の 

  実施及び企画への助言 
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第１章 事業の現状 （２ 新公会計制度の推進） 

 都内自治体等における円滑な制度導入を支援するため、実務上の課題について意見交換会を実施。 

【目的】 都が培ってきたノウハウを提供し、他団体の円滑な制度 

            導入の一助とする 

【対象】 「統一的な基準」を導入する都内区市町村、近隣県・市、 

      新公会計制度推進シンポジウム参加団体 等 

【内容】 ○ 都職員による講演「実務上の留意点」 

            ○ 意見交換、都との対面相談 

【参加状況】 

   総務省は2015年1月に、全国自治体に対し2017年度までに「統一的な基準」(※)
による財務書類の整備を要請。 
   全国自治体は財務書類の作成・公表へ向けて取り組んでいる。 

「統一的な基準」による財務書類の整備 

「意見交換会」開催概要 

第１回 都内 23 計 23

第２回 都内  6 都外  3 計  9

2017年度 第１回 都内 22 都外  8 計 30

都内 51 都外 11 計 62

開催回 参加 (延べ数）

2016年度

合計

※ 「統一的な基準」 

   総務省が2014年4月に公表した、地方公共団体に
おける財務書類の作成に関する統一的な基準 

総務省の「統一的な基準」を導入する団体との「意見交換会」 

 区市町村担当者の課題認識 
 
  ・具体的にどんな実務が発生するんだろう？ 

  ・他の団体ではどんなやり方をしてるんだろう？ 

  ・限られた体制でどうやれば効率的に作成 
  できるんだろう？ 

  ・住民にどのように見せていけばいいんだろう？ 

  ・どう活用できるんだろう？ 



公金管理について（根拠となる法令と都の考え方） 

 法令及び「東京都公金管理ポリシー」（2015年3月策定）に基づき、安全性の確保を最重要視し、流動性を確保した上で、 

柔軟かつ効率的な保管・運用を実施。 
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第１章 事業の現状 （３ 安全で効率的な公金管理） 

 ・ 以上を公金管理の基本原則とした「東京都公金管理ポリシー」を策定 

 ・ これに基づき、毎年度策定する「公金管理計画」において、具体的な公金の保管・運用方法を決定 

 ・ 公金管理の実績については、四半期ごとに公表中 

都の公金管理の考え方 

○ 地方自治法第235条の4第1項 
  普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金（以下「歳計現金」という。）は、最も確実かつ有利な方法により 

  これを保管しなければならない。 

 

○ 地方自治法第241条第2項 
     基金は、確実かつ効率的に運用しなければならない。 

根拠となる法令 

○ 安全性の確保を最重要視 
  公金の原資は都税であることから、運用元本を毀損することがないよう安全な金融機関・商品で保管 
 

○ 流動性の確保 
  公金は事業執行のための財源であり、緊急の資金ニーズにも対応できるよう流動性を常に確保 
 

○ 効率性の追求 
  安全性及び流動性の確保を大前提にしつつ、運用収入の最大化を図り、金融環境の変化に応じて、柔軟かつ 

  効率的な運用を実施 



公金残高の推移（2012年度以降） 

 企業収益の回復に伴う都税収入の増加により、公金の残高は毎年度増加。 
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第１章 事業の現状 （３ 安全で効率的な公金管理） 

出典：「公金管理実績」（各年度） （東京都会計管理局） 
     

7,789 9,739 
10,796 

12,934 12,185 

26,761 

26,982 27,177 

30,150 
34,290 

4,400 

4,340 
4,640 

4,759 

5,015 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

平均残高（億円） 

3兆8,950億円 
4兆1,061億円 

4兆2,614億円 

4兆7,843億円 
5兆1,491億円 

歳計現金等

基金

準公営企業会計資金



運用利回り及び運用収入の推移（2012年度以降） 

 市場金利の低下により、運用利回りは毎年度低下。公金の平均残高は増加しているが、運用収入は減少傾向。 
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第１章 事業の現状 （３ 安全で効率的な公金管理） 

出典：「公金管理実績」（各年度） （東京都会計管理局） 
10年国債利回りは、ブルームバーグ社のデータを加工 

71億円 

58億円 
51億円 55億円 

34億円 

0.184% 
0.141% 0.119% 

0.114% 0.065% 

0.786% 
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0.481% 

0.291% 

-0.040% 
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-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

0
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140

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 

運用収入（億円） 運用利回り 

運用利回り 
（右軸） 

運用収入（左軸） 

【参考】10年国債利回り 
（年度平均）（右軸） 



  

安全性の確保を最重要視した上での効率性追求のための工夫 

 日本銀行の金融緩和政策の継続に伴う超低金利状況の中、運用商品の拡充や適切な分散運用など、 
安全性をしっかりと確保した上で、柔軟かつ効率的な運用を実施。 
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第１章 事業の現状 （３ 安全で効率的な公金管理） 

出典：「平成27年度公金管理計画」、「平成26年度資金管理実績（年間）」、 
    「平成28年度公金管理実績（年間）」 （東京都会計管理局） 
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18%

4% 3%
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37%

12%

11%
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1%

国債

地方債

政府保証債
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外債
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21%
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信託銀行

地方銀行等
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75%

25%

77%

22%

1%

預金

債券

金銭信託

  

  

  

  

● 2015年度の公金管理計画における新たな取組 
 

2014年度末構成比    

2014年度末構成比    

2014年度末 
構成比    

2016年度末構成比 

債券における種別内訳   

預金における金融機関種別内訳   

運用商品別内訳    元利保証型の金銭信託 【2016年度末残高：250億円】 

 外国銀行への預金預け入れ開始 【2016年度末残高：3,999億円】 

 円建て外債・ユーロ円債の組成 【2016年度末残高：100億円】 

 都が信託した資金を、 
 信託銀行の元利保証 
 が付いた、国内及び 
 海外の金融市場に 
 対する投融資で運用 

 預金入札の競争性を 
 強化するため、外国 
 銀行を、新たに入札 
 対象に追加し、 
 約4.000億円を預け入れ 

 グローバルな視点で 
 ニーズを把握し、債券 
 の発行段階から積極 
 的に働きかけを行い、 
 効率的な運用に必要 
 な額を確保 

日銀の金融政策を踏まえ、国債・政府保証債から、利回りの 
確保できる地方債や財投機関債等へシフト 

基金残高 
2兆5,278億円    

基金残高 
3兆3,531億円    

債券残高 
6,399億円    

預金残高 
2兆5,859億円    

債券残高 
7,421億円    

預金残高 
1兆8,878億円    

● 会計管理局で管理する基金の運用構成比の推移 
 

2016年度末構成比 

2016年度末構成比 

都
国内外の

証券会社

海外の

債券発行体

①仲介依頼

②都向けの

債券発行を

仲介
③債券発行

④債券購入

信用力が極めて高い

発行体の債券を、

都向けに発行

預金入札

国内銀行

都 銀 信託銀行 地銀等 外国銀行

信託勘定

銀行勘定

信託銀行

海外向け貸付

国内向け貸付

国内債券

海外債券

投融資

ヘッジ

提供

貸付

預金 元利

保証

指定金銭信託

（資金の供給）

（大枠で運用指図）

都



官民連携ファンドについて 

 会計管理局は、官民連携ファンドの運営状況を監視。 

第１章 事業の現状 （４ 官民連携ファンドの運営状況の監視） 

○官民連携インフラファンド（2012年度組成） 
○官民連携再生可能エネルギーファンド（2014年度組成） 
○官民連携福祉貢献インフラファンド（2015年度組成） 

 【会計管理局所管の官民連携ファンド】 

 【官民連携ファンドの特徴】 
 都の資金を呼び水として民間の資金・ノウハウを活用する。 
 民間投資家及び都が出資した資金は、民間（ファンド運営事業者）によりプロジェクト実施主体に投融資された後、その収益等を原資として配当等が 
行われる。なお、投融資が行われることから一定程度のリスクがあり、ファンドの運営状況の監視が重要である。  
   

※本事業は、民主導のスキームであり、守秘義務がある。 
※本事業は、公金管理の一環として資金を運用しているものではない。 

 
【ファンドスキームイメージ】 

民間投資家

金 融 機 関

東 京 都

プロジェクト

実 施 主 体

都
の
施
策
に
資
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

実

施

官民連携ﾌｧﾝﾄﾞ

融資

返済

出資

投融資

出資

配当

配当
配当等

民間(ﾌｧﾝﾄﾞ運営

事業者) のﾉｳﾊｳを

生かした運営
呼び水

 【官民連携ファンドの意義】 
 民間のみでは進まない領域において政策目的を促進するため、直轄事業や補助事業といった政策手法とは別に、行政と民間の連携による 
新たな政策手法としてパイロット的に実施しているものである。 
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用品制度 

 「用品」を集中的に大量一括購入し、各局・所の需要に応じて安価に、計画的、安定的かつ迅速に供給。 
 直近５年の用品供給額は約１１億円から１４億円程度で推移。 
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第１章 事業の現状 （５ 用品事務） 

＜用品事務フロー図＞ ＜年度別用品供給額の推移（単位：万円）＞ 



第２章 事業の分析と課題 
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 第２章「事業の分析と課題」では、第１章で挙げた取組みのうち、特に必要なもの
について分析を行い、課題を抽出・整理 

１ 不適正な事務処理について 
   ・不適正な事務処理件数は減少傾向（2011年度2,455件⇒2016年度693件） 
    ・不適正な事務処理の半数程度は事故等につながりうる不備 
 
２ 現金の取扱いについて 
     ・過去10年で６件の現金に関する公金横領・詐取の服務事故が発生 
 
３ 新公会計制度の活用・普及について 
     ・新公会計制度の特徴を活かしたミクロ面での活用が限定的 
     ・都と同様の制度を導入する自治体が増加 
 
４ 官民連携ファンドの仕組み及び資金回収について 
     ・出資者として質問権や検査権を行使しながら、適切に運営されていることを確認 



他自治体が行う会計に関する検査 
 都では、会計事務の適正化を図るため、会計管理者が直接行う検査（審査を委任している特別出納員の事務が中心）と、
全所属による自己検査（収入・支出事務等）を実施。 
 近隣3県及び大阪府・市では、会計部門が概ね毎年度、支出以外にも幅広く検査を実施している一方、各所属が行 
う自己検査制度の有無は自治体により相違あり。 
 不適正事案の削減目標を掲げていない自治体が大半。 
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名称 

会計部門が行う検査 各所属が行
う自己検査
制度の有無 

不適正事案の 
削減目標 検査項目 対象部署・頻度 

検査員数 
（総数） 

東京都 
100万円未満の支出、前渡金の支出等  
 （特別出納員・資金前渡受者の事務等） 

全ての部（部を置かない局においては
局）及び所（約500部署） 

2年に1回 
約250部署／年 

 

2名 
（10名） 

 
有 ※1 

（年1回） 
なし 

埼玉県 
・収入、支出、現金、契約、公有財産、  
 物品、自己検査（実施状況を確認） 

全庁の約490課所 

毎年度 
（不適正案件が過

去3年間で0のところ
は隔年で実施） 

2～3名 
（10名） 

 有 ※2 
（月1回 
以上） 

監査指摘件数の
削減 

千葉県 

・収入、支出 
・現金等の出納・保管 
・債権・公有財産の管理 
・工事、事業等 

全庁の約450機関 

毎年度 
約350機関／年 

（県立学校、警察署
は隔年実施） 

3名 
（10名） 

無 なし 

神奈川県 
・支出 
・現金、物品の出納・保管 
・資金前渡事務 

 
全庁の約520所属 
 

毎年度 
2名 

（11名） 
無 なし 

大阪府 
・収入、支出、物品、公有財産等の事務   
 全般 
・抜き打ち検査（金庫内点検等） 

全庁の約340所属 
 ※抜き打ち検査は全職場の約半数 

毎年度 
2名 

（17名） 
有 ※3 

（年2回） 
なし 

大阪市 
・支出負担行為に関する確認等の  
 会計事務全般 
・現金、物品の出納及び保管 

全庁の約50所属から会計管理者が対象
所属を決定 
（2016年度は6局・区） 

毎年度 
3～4名 
（4名） 

無 なし 

※1 全所属において収入・支出事務等について検査を実施し、会計管理局に報告  
※２  全所属において金券類について検査 
※３  全所属において現金及び金券類並びに支出関係書類（抽出）等について検査を実施し、会計局に報告 

第２章 事業の分析と課題 （１ 不適正な事務処理について） 



不適正な事務処理件数の推移 
 不適正な事務処理件数は減少傾向にあり、これまでの様々な取組（P.54参照）の成果によるもの。 
 ただし、2016年度でも不適正処理は693件で、不適正率は1割を超えており、更なる縮減が必要。 
 各局の自己検査でも不適正処理が1,501件あり、特別出納員・資金前渡受者にかかる事務が多く見られる。 

第２章 事業の分析と課題 （１ 不適正な事務処理について） 
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1,158  
941  

631  

360  404  
503  

93 

84 

333 

216 
269 

377 

737 

725 

243 

100 
20 

621 

18.9% 

15.2% 
16.1% 

9.0% 

11.0% 

2012 2013 2014 2015 2016

その他 

資金前渡受者 

特別出納員 

不適正率 （特別出納員・資金前渡受者にかかる事務） 
1,988 

676 

1,207 

1,750 

693 

※1 物品事務を追加（3年間） 
※2 2015年度以降、同一案件で複数回発した同種の不適正事象をまとめて1件とカウント 
※3 会計管理者より、100万円未満の支出負担行為に係る支出命令等の審査を委任された職員 

                    ○1部署あたりの検査案件数： 
○検査部署数：約250部署      ・特別出納員※3の審査案件 本庁30件、事業所15件 
                       ・資金前渡（少額支払案件）3か月分          など 

定期検査 

○検査部署数： 
 約700部署（警視庁・消防庁含む） 

自己検査 

（参考） 
自己検査 

※１ 

※２ 

1,501 

（年度） 

局
独
自
項
目
等
（収
入
・物
品
等
） 

2016 

定期検査における不適正な事務処理件数（単位：件） 



不適正な事務処理の分析 

 2016年度の定期検査において検出された693件のうち、事故等につながりうる不適正な事務処理が約半数の346件。 
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第２章 事業の分析と課題 （１ 不適正な事務処理について） 

件  数 
（単位：件） 

具体例 リスク 問題点 

事故等につながりうる 
不適正な事務処理 

346 

特別出納員 
247 

・金額間違い（請求金額の確認漏れ1件64円） 
・金額間違い（端数処理間違い4件7円） 
・請求書の日付空欄 
・支払日の相違 
・契約書未作成、契約書印鑑照合の確認漏れ 
・履行確認印漏れ、納品書なし 
・口座振替依頼書の記載間違い 
・債権者の代理権確認漏れ 
・支出決定原議の確認漏れ 

支払額相違 
支払遅延 
架空支払 

債権者相違 
未払い 

・不適正な事務処理により実害額
が生じている。 
 
・事故等につながりうる不適正な
事務処理が多数ある。 
 
・現金の取扱いは紛失や横領等
のリスクが高い。 

資金前渡受者等
99 

・精算遅延、未精算 
・権限付与前に契約、納品 
・限度額を超える資金受領、現金保管 
・領収書なし、領収書記載不備 
・前渡金支払予定書未作成 
・現金出納簿記帳漏れ 

現金管理の不徹底 
公金の紛失 

盗難 
横領 

その他の要件不備 280 

・特別出納員  
 90 
・資金前渡受者 
 182 
・その他 
 8    

・見積書の記載不備 
・領収書不明事項の確認記載漏れ 

確認・照合の不徹底 

手続きの不備 67 ・審査完了の記録不備 

合計 693 



会計事務の適正化に向けた課題 

 不適正処理の背景には担当職員の「知識・意識不足」とともに、担当業務を抱えながらの「事務負担・チェック機能不全」
が課題として存在。 

第２章 事業の分析と課題 （１ 不適正な事務処理について） 

課     題 

特
別
出
納
員 

・知識不足のまま職務開始 

資
金
前
渡
受
者 

不
適
正
件
数
の
更
な
る
縮
減 

・業務と重複するため、研修に参加できない 

・知識不足の自覚がない 

・研修参加の意識不足 

・年度末の多忙による確認漏れ 

・操作方法が複雑 

・手続きを確認せず実施 

・対処方法の知識不足 

・収支命令者である管理職の注意不足 

・精算時期、契約時期等の不知、誤った理解 

・毎日多数の少額支払案件を処理 

・請求書の記載内容の確認不足 

・領収書の記載内容の確認不足 

人事異動後の
知識不足 

知識習得機会
の喪失 

システム操作
習熟不足 

例外的会計 
処理 

チェック不足 

多忙 

チェック不足 

規則等の不知 

審査業務への
専念難 

・電話対応や他業務に追われ、 
 じっくり審査できない 

多忙 

知識・意識
不足 

事務負担・
チェック 

機能不全 

・制度が複雑でマニュアル習得に時間がかかる 

不適正処理の発生要因・背景 具体的内容 

不
適
正
処
理
の
発
生
要
因
等
に
対
応
し
た
対
策
を
検
討 

 

知識・意識
不足 

事務負担・
チェック 

機能不全 

目標 

p.47 
参照 
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現金取扱いの課題 

第２章 事業の分析と課題 （２ 現金の取扱いについて） 

（支出） 
 
 
 
 

（収入） 

会
計
管
理
者
（
指
定
金
融
機
関
）

口座振替

債
権
者

資金前渡

○会計事務規則第76条第１項各号

に定める経費

〈主な例〉

・審査会等の外部委員への謝礼（報

償費）

・会場使用料

・生徒緊急搬送タクシー代

・ガソリン代 等

○１件の支払が５万円以下の経費

（工事請負費を除く）

〈主な例〉

・物品の購入

・機器の小規模修理 等

資
金
前
渡
受
者

給
与
取
扱
者

契約・給与・報酬・旅費等

口座振替

（要手数料）

デビットカード

クレジットカード
（海外出張、被災地

等派遣、ETC）

給与・報酬・

旅費
現金

現金

資金前渡

○給与・報酬・旅費

〈主な例〉

・宿泊を要する出張旅費の事前受領

・非常勤職員の出張旅費 等

前渡金

 
 
 
 現金の取扱いは、紛失や横領等の事故リスクが高い。 
 現金を取り扱う職員にとっても、債権者への支払に当たり現金を引き出すなど、事務が煩雑であり、心理的負担も大
きい。 
 
 
 

現金取扱いの場面                                  

納
入
義
務
者

 

現金 

使用料・手数料等 

各
局
所
窓
口

 

現金 

都
公
金
を
納
付
で
き
る
金
融
機
関
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現金に関する公金横領等事故の発生状況 

 都（公営企業を除く）においては、過去１０年で６件の現金に関する公金横領等の服務事故が発生。 
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第２章 事業の分析と課題 （２ 現金の取扱いについて） 

このほか１件の現金紛失事故が発生したことが報告されている。 

2016   環境局          主事 
 ２０１６年７月２９日から同年８月４日までの間に、勤務先において、前渡金の残金
約３千円を紛失した。 

現金事故 
発生年度 

局名 事故者 事故内容（公金関係） 処分 

2008～2009 病院経営本部 主任 

 ２００８年９月から２００９年１１月までの間、勤務先の都立病院において、非常勤職員
について、架空の勤務実績による報酬を計上した上で、当該職員の報酬の振込先を当
病院が管理する金融機関口座に変更し、同口座から払い戻す等の不正を繰り返し、詐
取した公金合計額は約３，９００万円に及んだ。 

懲戒免職 

2009 教育庁 主幹教諭 
 ２００９年３月下旬頃から同年８月３日までの間、勤務校の部活動合宿に係る施設使
用料等の公費約５万円を横領した。 

懲戒免職 

2011～2014 教育庁 主事 
 ２０１１年１１月下旬頃から２０１４年５月２日までの間に、当時勤務校の契約相手方
等他人名義の印章を印鑑業者から購入し、同印章を用いて支出に係る他人名義の文
書等を偽造し、偽造した文書を用いて契約をねつ造し、合計約２１万円を横領した。 

懲戒免職 

2013～2014 教育庁 主事 
 ２０１３年９月２日から２０１４年４月１日頃までの間に、私的に購入した物品を含む物
品の購入代金に係る領収書を偽造し、同領収書を使用して、前渡金合計約４万円を横
領した。 

懲戒免職 

2014 教育庁 主事 
 ２０１４年１２月８日から２０１５年２月１３日までの間に、勤務校及び郵便局において、
同校生徒の授業料約１３万円を横領した。 

懲戒免職 

2017 教育庁 教諭 
 ２０１７年６月１０日及び同年６月１８日に、勤務校の金庫に保管されていた現金合計
３万円を窃取した。 

懲戒免職 
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第２章 事業の分析と課題 （３ 新公会計制度の活用・普及について） 

 都の新公会計制度では、「アカウンタビリティの充実」と「マネジメントへの活用」を目的として、各種の財務諸表や 
アニュアルレポートにあたる「年次財務報告書」、「主要施策の成果」等を作成・公表するとともに、都財政全体及び 
個別事業の分析・評価に活用。 

マ
ク
ロ
（都
財
政
） 

都合算・会計別財務諸表 

財務諸表（概要版） 

・都財政の持続可能性等の評価 

主要施策の成果 
（2016年度決算 40事業） 

年次財務報告書 

新公会計制度運用の実績 

ミ
ク
ロ
（事
業
別
） 

都の財政状況説明 都財政全体の分析・評価 

主要事業の実施状況説明 個別事業の分析・評価 

事業評価の公表 

【対応事例】 

○ 大規模施設の更新需要への対応 
○ 債権管理のさらなる適正化 

・マネジメントサイクルの徹底 
・各個別事業の分析とその評価 

○ 事業評価における分析 

【対応事例】 

議
会 

議
会 

(1) アカウンタビリティの充実 (2) マネジメントへの活用 

新公会計制度の運用 
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第２章 事業の分析と課題 （３ 新公会計制度の活用・普及について） 

 マクロ面・ミクロ面の財務諸表等によるアカウンタビリティを支える基礎として、会計基準の改正、財務諸表の精度向上、
公有財産台帳等の正確性向上に取り組んでいる。 

会計基準の改正 財務諸表の精度向上 公有財産台帳等の正確性向上 

（直近の主要改正項目） 

取組の 
成果 

今後の 
課題 ○ 企業会計基準の動向 

を踏まえ的確に対応 

○ 企業会計の動向を踏まえ、基準の 
  改正を適時実施 

○ 各局所への複式検査(毎年50部所対象) 
  などによる複式簿記（仕訳）の指導 

○ 新公会計導入(2006年度)以前の台帳 
  の誤りは概ね収束 
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（建設仮勘定の推移） 

（新公会計導入以前の台帳の修正） 
○ 建設仮勘定について、施設等の完成・ 
     供用状況を踏まえた精査を実施 
     (2016年度) 

精査による減少 (億円) 

監査意見 
※1 建物、インフラ資産（土地以外）の資産額 
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過年度修正益 過年度修正損 

(億円) 

○複式簿記と公有財産台帳等を毎年照合 

    2016年：台帳との差額 約65.9億円 

             （ 固定資産総額の0.02%） 

資産に占める割合※1 
約17% ⇒ 約28% 

改正年度 改正内容

2012年度 ○ 賞与引当金の計上

2013年度 ○ リース会計の導入

2016年度 ○ ソフトウェア会計の導入

○ 出損金の資産計上

○ 残存価額の廃止

○ 投資損失引当金の計上

○ 賞与引当金の計上方法変更

(他 5項目を改正）

アカウンタビリティの充実 

○ 資産計上の正確性の確保 
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第２章 事業の分析と課題 （３ 新公会計制度の活用・普及について） 

事業別・施設別の 
分析シートを作成 

 財務諸表の情報を活用し、マクロ面で財政運営へ反映するとともに、ミクロ面で事業評価への活用に取り組んできた。 
 ただし、ミクロ面でのさらなる活用が求められる。 

○ 大規模施設の更新需要への対応 

  ⇒ 更新需要に備えて社会資本等整備基金に積立 
 

○ 債権管理のさらなる適正化 

  ⇒ 債権管理条例の制定など管理体制を強化  

マクロ面 

○ 事業評価への活用（一部事業） 

  ⇒  例） 河川水面清掃船建造   
                              (コスト比較分析) 

        障害者スポーツセンター 
                (事業別財務諸表を活用した施設分析) 

ミクロ面 

取組の 
成果 

今後の 
課題 

新公会計制度の特長を活かしたミクロ面でのさらなる活用 

（主な指標） 

 ・ コスト 
 人件費、物件費 
 「住民」等の単位当たり 

 ・ ストック 
 老朽化比率 

 ・ 成果 
  「利用者数」「収納率」等 

 

○ コスト構造の明確化 

 

・コストの目標設定と結果 
 の評価 

・収入確保へ向けた取組 
 （補助金の確保の必要性 
    等） 

○ サービス水準比較 
     の実現 

・単位当たりコストの施設間 
  比較 

・図書館や高齢者福祉施設 
 等のコスト構造を踏まえた 
 サービス向上へ 

○ 公共施設配置・ 
    運営の最適化 

・資産の老朽化、施設の 
 利用状況を分析 

・運用フルコストを分析し、 
 委託化等、今後の運用 
 形態を検討 

～他自治体の活用事例～  （町田市、江戸川区、吹田市等） 

コスト・成果を分析・活用 「財政のマネジメント強化のた

め、地方公会計を予算編成等

へ積極的に活用し、限られた

財源を「賢く使う」取組を行う

ことは極めて重要」 

「統一的な基準による地方公会計の 
整備促進について」 

（２０１５年１月２３日総務大臣通知） 

→  積極的な活用を要請 

～総務省～ 

マネジメントへの活用 



第２章 事業の分析と課題 （３ 新公会計制度の活用・普及について） 

 都ほか先行自治体の取組により、都と同様の制度を導入する自治体は増加。 
 都や連絡会議の要請等により、国は「統一的な基準」を策定し、全国自治体において制度を導入中。  

取組の 
成果 

○ 総務省「統一的な基準」の策定  

        (2014年6月公表) 

○ 都と同様の制度を導入する自治体の増加 (17団体に) 

・ 従来の２つのモデルを改め統一化 

・ 官庁会計決算から、より企業会計に近い形に 

今後の 
課題 

・総務省は、2017年度までの財務書類の整備 

  を全国自治体に要請 

「統一的な基準」による財務書類整備の要請 
 (2015年1月) 

・都の「意見交換会」では、各自治体の取組状況 

  を把握 

・「連絡会議」において、 

    活用状況等を情報共有 

・ 検討部会等への都職員出席 

都の導入支援 

・ 研修員の受入 

(人件費は派遣元自治体負担) 

(月1～2回、区役所等での開催へ出席) 

・ システム設計情報等 

 の情報提供 2011～2012年 町田市

2013～2014年 江戸川区

2015年 荒川区、渋谷区

2016年
中央区、板橋区、渋谷区、

世田谷区

2017年 世田谷区、品川区、板橋区

2009年 大阪府

2011年 愛知県、町田市

2012年 町田市

2013～2015年 町田市、江戸川区

2015年 福生市

2016年 江戸川区

2017年 品川区、板橋区

都内自治体の制度導入における実務的な課題への対応の支援 
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導入団体数 (都外) 

導入団体数 (都内) 

団体 

人口比普及率 

(2018年時点) 

都道府県 
  ( 4/47団体) 約25% 
都内区市町村 
  (10/62団体)  約29% 

他自治体への普及・導入支援 
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制度導入中の自治体 ・・・ 制度、体制の構築 
導入直後の自治体 ・・・ 初年度決算への対応 

初年度決算へ向けた実務内容、 
体制、活用等の情報不足 
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第２章 事業の分析と課題 （３ 新公会計制度の活用・普及について） 

 これまでの都の新公会計制度の運用コスト累計額は約１４．５億円。 
 成果として、自治体初の本格的な財務諸表の作成と活用、全国自治体への制度普及など。 

 

制度の運用コスト（2006～2016年度） 

（億円） 

（単位：万円） 

新公会計制度のコストと成果 

・ システム運用費 
・ システム仕様改善 
・ 事務費 

2006年 
制度開始 

2007年 
初年度 

決算公表 

〔都
〕 

〇累計額 約14.5億円 （2006～2016年度） 

〇2016年度 約1億円 
    うち   普及活動      122万円 
         運  用  費     5,116万円 
         人  件  費     5,128万円 

＜主な成果＞ 

 

○ 自治体初の本格的な財務諸表の 

  作成、公表、議会提出 

 

〇 財政運営への反映、事業評価 

  への活用 

 

〇 都と同様の制度を導入する 

  自治体の増加 （17団体に） 

 

○ 総務省による「統一的な基準」の 

  策定と全国自治体への制度普及 

コスト 15,622 16,875 15,187 11,512 15,449 12,578 14,141 10,993 12,055 10,551 10,366

(現員数) (11人) (10人) (9人) (7人) (8人) (7人) (7人) (7人) (7人) (7人) (7人)

・ イベント経費 
・ 印刷経費 



官民連携ファンドの仕組み 

 官民連携ファンドは、都の資金を呼び水として民間の資金・ノウハウを活用する、民主導のスキーム。 
 民間のファンド運営事業者（すべての業務の執行権限を有し、ファンドの債務に無限の責任を負う）により運営。 
 会計管理局は、民間により運営される官民連携ファンドの監視を実施。 

第２章 事業の分析と課題 （４ 官民連携ファンドの仕組み及び資金回収について） 

 【官民連携ファンドの出資額の構成（2017年9月末現在）】  【官民連携ファンドにおける組合員の役割】 

〔参考〕国の主な官民ファンドの出資額等の構成（2016年度末現在） 

資料：官民ファンドの運営に係るガイドラインによる検証報告（第7回） （2017年6月14日 
     官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会）より、出資額と政府保証 
    額との合計額の上位５ファンド（政府保証枠が付されているものに限る）を抜粋。 

国の官民ファンドは、多くが、財政投融資等の出資を中心に組成され、 
その一部には、資金調達を行う際に政府保証枠が付されている。 

資料：経済産業省「投資事業有限責任組合モデル契約」より抜粋 

官民連携ファンド 

有限責任組合員 無限責任組合員 

民間投資家 

東 京 都 

民間 
（ﾌｧﾝﾄﾞ運営事業者） 

主
な
権
限 

責 
 

任 

○組合の業務を執行し、組合を代表する 
 ・組合財産の運用、管理及び処分 
 ・投資先事業者への経営・技術の指導 
 ・組合財産の分配及び組合持分の払戻 

○組合の債務は、自らの財産をもって弁済 
  する責任を免れない（無限責任） 

○組合の業務執行及び組合を代表する 
  権限を一切有しない 

○出資額を限度として債務を弁済する 
  （有限責任） 

出資額

30億円

12億円

37.5億円

名称

インフラファンド

再生可能エネルギーファンド

福祉貢献インフラファンド
約62.5億円（目標）

※ 募集継続中

約270億円

約88億円

民間等都

39 

㈱海外交通・都市開発事業支援機構 財投出資：190億円 59億円 710億円

㈱民間資金等活用事業推進機構 財投出資：100億円 100億円 1,138億円

㈱海外需要開拓支援機構 財投出資：586億円 107億円 350億円

㈱産業革新機構 財投出資：2,860億円 140億円 18,000億円

㈱地域経済活性化支援機構
160億円

101億円 10,000億円財投出資：130億円
一般会計出資：30億円

名称
出資額 資金調達する際

の政府保証(2016
年度予算)政府 民間



官民連携ファンドの資金回収 

 都の出資金は、ファンドを通じてプロジェクト実施主体に投融資された後、プロジェクトの収益等を原資として回収。 
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第２章 事業の分析と課題 （４ 官民連携ファンドの仕組み及び資金回収について） 

 【資金の流れ（イメージ）】 

 ※再生可能エネルギー源を用いて発電された電気については、固定価格買取制度（ＦＩＴ）が適用される。 

○固定価格買取制度（ＦＩＴ） 
 
 ・再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買い 
  取ることを義務付けるもの。 
 ・価格や期間は、各電源ごとに、事業が効率的に行われた場合、通常必要となるコストを基礎に適正な利潤などを勘案して定められる。 

資料：資源エネルギー庁ＨＰ 

投資家 
（都含む） 

発電所 
運営会社 

電力会社 

出資 

配当 

投融資 

配当等 

売電 

収入※ 

ファンド 



官民連携インフラファンド 

第２章 事業の分析と課題 （４ 官民連携ファンドの仕組み及び資金回収について） 

 ㈱ＩＤＩインフラストラクチャーズのファンド 

組 成 時 期 

フ ァ ン ド 規 模 

都 の 出 資 約 束 額 

都 の 出 資 額 

出   資   比   率 

都 の 回 収 額 

 回 収 率 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

2012年度 

167.7億円 

    15億円 

14.16億円 

8.9％ 

  8.95億円 

   59.7％ 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

 

 【概要】  【投融資実績】 

※ 2016年度末現在 

 

( a ) 

( b ) 

 

( b/a ) 

( c ) 

( c/b ) 

 

投融資先発電所：５か所

発電出力：約３０万ｋW

ガスエンジン発電

（約11,600kW）

※既設発電所の運転資金

ガスタービンコンバインドサイクル発電

（約101,400kW）

総事業費約100億円

ガスタービンコンバインドサイクル発電

（約107,400kW）

※既設発電所の運転資金

ガスエンジン発電

（約82,000kW）

総事業費約120億円

太陽光発電

（約8,000kW）

総事業費約25億円

（2017年9月末現在）
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投融資先発電所：１２か所

発電出力：約１０万ｋW

太陽光発電

（約1,800kW）

総事業費約7億円

太陽光発電

（約2,600kW）

総事業費約9億円

太陽光発電

（約21,700kW）

総事業費約80億円

太陽光発電

（約15,100kW）

総事業費約48億円

太陽光発電

（約2,700kW）

総事業費約9億円

太陽光発電

（約21,200kW）

総事業費約78億円

太陽光発電

（約2,900kW）

総事業費約11億円

太陽光発電

（約2,200kW）

総事業費約9億円

太陽光発電

（約7,700kW）

総事業費約28億円

太陽光発電

（約9,800kW）

総事業費約39億円

太陽光発電

（約8,000kW）

総事業費約30億円

太陽光発電

（約2,200kW）

総事業費約7億円
（2017年9月末現在）

官民連携インフラファンド 

第２章 事業の分析と課題 （４ 官民連携ファンドの仕組み及び資金回収について） 

 スパークス・アセット・マネジメント㈱のファンド 

 【概要】  【投融資実績】 

※ 2016年度末現在 

組 成 時 期 

フ ァ ン ド 規 模 

都 の 出 資 額 

出   資   比   率 

都 の 回 収 額 

 回 収 率 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

2012年度 

88億円 

15億円 

17.0％ 

  3.73億円 

   24.9％ 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

 

 

( a ) 

( b ) 

( b/a ) 

( c ) 

( c/b ) 
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バイオマス発電

（約6,300kW)

総事業費約55.5億円

太陽光発電

（約20,300kW)

総事業費約83億円

太陽光発電

（約420kW)

総事業費約1.2億円 太陽光発電

（約12,800kW)

総事業費約45億円

風力発電

（約18,000kW)

総事業費約120億円

投融資先発電所：６か所

発電出力：約９万ｋW

（2017年9月末現在）

太陽光発電

（約36,800kW)

総事業費約110億円

官民連携再生可能エネルギーファンド 

第２章 事業の分析と課題 （４ 官民連携ファンドの仕組み及び資金回収について） 

 【投融資実績】 

 スパークス・アセット・マネジメント㈱のファンド 

 【概要】 

※ 2016年度末現在 

１．「広域型」ファンド 

組 成 時 期 

フ ァ ン ド 規 模 

都 の 出 資 額 

出   資   比   率 

都 の 回 収 額 

 回 収 率 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

2014年度 

39億円 

5億円 

12.8％ 

   0円 

   － 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

 

 

( a ) 

( b ) 

( b/a ) 

( c ) 

( c/b ) 

 

２．「都内投資促進型」ファンド 

組 成 時 期 

フ ァ ン ド 規 模 

都 の 出 資 額 

出   資   比   率 

都 の 回 収 額 

 回 収 率 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

2014年度 

1.2億円 

1億円 

83.3％ 

0.09億円 

9.0％ 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

 

 

( a ) 

( b ) 

( b/a ) 

( c ) 

( c/b ) 
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太陽光発電

（約16,800kW)

総事業費約65億円

太陽光発電

（約12,500kW)

総事業費約47億円

太陽光発電

（約2,400kW)

総事業費約10億円

太陽光発電

（約840kW)

総事業費約3億円

投融資先発電所：５か所

発電出力：約５万ｋW

（2017年9月末現在）

太陽光発電

（約15,400kW)

総事業費約62億円

官民連携再生可能エネルギーファンド 

第２章 事業の分析と課題 （４ 官民連携ファンドの仕組み及び資金回収について） 

 ＪＡＧインベストメントマネジメント㈱のファンド 

 【概要】 
 【投融資実績】 

１．「広域型」ファンド 

※2016年度末現在 

＊無限責任組合員による開示不承認項目 

組 成 時 期 

フ ァ ン ド 規 模 

都 の 出 資 額 

出   資   比   率 

都 の 回 収 額 

 回 収 率 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

2014年度 

67億円 

5億円 

7.5％ 

   ＊   

   －  

： 

： 

： 

： 

： 

： 

 

 

( a ) 

( b ) 

( b/a ) 

( c ) 

( c/b ) 

 

２．「都内投資促進型」ファンド 

組 成 時 期 

フ ァ ン ド 規 模 

都 の 出 資 額 

出   資   比   率 

都 の 回 収 額 

 回 収 率 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

2014年度 

1.1億円 

1億円 

90.9％ 

   0円 

   － 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

 

 

( a ) 

( b ) 

( b/a ) 

( c ) 

( c/b ) 
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官民連携福祉貢献インフラファンド 

第２章 事業の分析と課題 （４ 官民連携ファンドの仕組み及び資金回収について） 

ＡＩＰヘルスケアジャパン合同会社のファンド 

 【概要】 

（2017年9月末現在） 

 【概要】 

スターツアセットマネジメント㈱のファンド 

 投融資の状況に鑑みて、2017年4月1日以降
一定の期間、無償となった。 

組 成 時 期 

フ ァ ン ド 規 模 

都 の 出 資 額 

出   資   比   率 

都 の 回 収 額 

 回 収 率 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

2015年度 

35.5億円 

25億円 

70.4％ 

   0円 

   － 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

 

 

( a ) 

( b ) 

( b/a ) 

( c ) 

( c/b ) 

 
管 理 報 酬 

 

○ 

 

   0円 ： 

 

組 成 時 期 

フ ァ ン ド 規 模 

都 の 出 資 額 

出   資   比   率 

都 の 回 収 額 

 回 収 率 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

 

2015年度 

25.3億円 

12.5億円 

49.4％ 

   0円 

   － 

： 

： 

： 

： 

： 

： 

 

 

( a ) 

( b ) 

( b/a ) 

( c ) 

( c/b ) 

 
管 理 報 酬 

 

○ 

 

0.23億円 ： 

 

 【投融資実績】 

な し 

（2017年9月末現在） 

 【投融資実績】 

な し 

※ 2016年度末現在 

※ 2016年度末現在 
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第３章 今後の方向性 

46 

 第３章「今後の方向性」では、第２章で整理した課題に関して、その解決のため
の改善策を検討する。 

１ 会計事務の適正化 
  ＜課題＞不適正処理の背景に知識・意識不足、事務負担・チェック機能不全が存在 
  ⇒検査体制の見直し（リスクに応じた検査基準の見直し、各局の自律的取組の促進）、 
    業務プロセスの改善（ＢＰＲ）、 ＩＣＴ活用による省力化・効率化を推進 
 
 
２ キャッシュレス化の推進 
  ＜課題＞現金は紛失や横領等の事故リスクがあり、現に服務事故が発生 
  ⇒現金取扱いの実態調査をもとに対応方針を決定し、原則キャッシュレスとする 
 
 
３ マネジメントにおける新公会計制度の活用促進 
  ＜課題＞新公会計制度の特長を活かしたミクロ面でのさらなる活用が求められる 
  ⇒各局の事業別財務諸表の作成を支援 
 



会計事務の適正化に向けた対応策 

 問題の背景にある「知識・意識不足」や「事務負担・チェック機能不全」に対して、これまでの取組から方向性の転換を
図り、効率的な取組により会計事務の適正化を推進していく。 

第３章 今後の方向性 （１ 会計事務の適正化） 

 
 

・知
識
不
足 

 
 

・意
識
不
足 

【今後の方向性③】 
 

・既定のルールが、間違いの発生につながる
過剰なものである場合、簡素化が必要。 

 
 

・チ
ェ
ッ
ク
機
能
不
全 

 
 

・事
務
負
担 

【取組の柱 Ⅲ】 
ＩＣＴ活用による 
省力化・効率化 

   ・システム化の検討 

【取組の柱 Ⅰ】 
検査体制の見直し 

 

 （１）リスクに応じた検査 
    基準の見直し 
 

 （２）各局の自律的取組 
     の促進 
 

   ・自己検査の強化 
   ・直接検査対象の重点化 
   ・各局サポートの充実 

問題背景とこれまでの取組 
【旧】 

【これまでの取組】 
 

・研修等により 
 各会計担当者 
 の意識向上・ 
 知識の習得 
 を促進。 
 

【これまでの取組】 
 

・既定ルールに 
 従った不適正 
 事務の削減 
 への取組。 
 

今後の方向性と３つの新たな取組の柱 
【新】 

【取組の柱 Ⅱ】 
業務プロセスの改善 

（ＢＰＲ） 
     ・制度や運用の簡素化 

【今後の方向性①】 
 

・検査の生産性、効率性を重視し、検査事項等
の必要性や重要性の検討が必要。 

【今後の方向性④】 
 

・ＩＣＴによる機械的なチェックを可能とし、会計
事務の負担を削減する必要。 

【今後の方向性②】 
 

・効率的な適正化に向けては、各局が自ら問
題意識を持つことが必要。 
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・各局の実施計画を会計管理局で確認 
・会計管理局の立会指導 
・各局による要因分析。会計管理局へ報告 

会計事務の適正化に向けた取組 

 不適正事例のリスク評価を踏まえ、将来的にはシステム再構築に合わせた会計事務の見直しを図りつつ、適正化を推進
していく。 
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第３章 今後の方向性 （１ 会計事務の適正化） 

自己検査の強化 

・誤りの多い局所への重点検査 
・抜き打ち検査の導入 

システム開発 
支出命令書に 
チェック欄出力 

Ⅲ  ＩＣＴ活用に
よる省力化・ 

効率化 

Ⅰ 検査体制の
見直し 

 （リスクに応じた検 
 査基準の見直し・ 
 各局の自律的取 
 組の促進） 

 
Ⅱ 業務プロセス
の改善（BPR） 

 

2019～2024年度 2017～2018年度 

・事務フロー 
 の点検 

骨
子
確
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

・頻
度 

 
 

 
 

 
 

 

・影
響
度
（金
額
の
大
き
さ
、
不
正
に
つ
な
が
る
リ
ス
ク
） 

 

不
適
正
事
例
の
リ
ス
ク
評
価 ・局別カルテの配付 

・不適正事例を全庁にフィードバック 
・eラーニングによる知識付与 
 

各局サポートの充実 

直接検査対象の重点化 
＝
省
力
化
・効
率
化 

 

シ
ス
テ
ム
再
構
築
に
合
わ
せ
た
会
計
事
務
の
見
直
し 

リスクに応じた検査基準の見直し 

押印・様式等の 
簡素化の検討 

システム化の
検討 

（対象、抽出率、頻度等） 

 

新 
ル 
ー 

ル 

策 

定 

・ 

順 

次 

施 

行 
 

D 

C 

A 

P 

継続的取組 

各局の自律的取組の促進 



会計事務の簡素化・強化 

 各取組事項は、会計事務の「簡素化」を図る方策と、必要な「強化」策により構成され、もって、会計事務の適正化を推進
していく。 
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第３章 今後の方向性 （１ 会計事務の適正化） 

簡素化 強 化 

  
 
  
  
 
 
                               
                                
                               
  

  
 
  
  
 
  
 

                             
                            
                            
  

～３つの取組の柱～ 
Ⅰ 検査体制の見直し    Ⅱ 業務プロセスの改善   Ⅲ ＩＣＴ活用による省力化・効率化 
                        （ＢＰＲ） 

※押印については「しごと改革」の中で必要性を検証し、真に必要なもの以外、原則廃止 

（簡素化するとともに重点局には検査強化） 

具体策の分類 

自己検査の強化 

直接検査対象の重点化 【Ⅰ】 

各局サポートの充実       

（収支命令者のチェック機能強化） 

検査基準の見直し（対象・抽出率・頻度）       

支出命令書にチェック欄出力       

事務フローの見直し（押印※・様式）       

システム化を通じた事務の簡素化・適正化       

【Ⅱ】 

【Ⅰ】 

【Ⅲ】 【Ⅲ】 

【Ⅰ】 

【Ⅰ】 

（リスクに応じた検査基準の見直し・ 
 各局の自律的取組の促進） 



キャッシュレス化に向けた取組 

第３章 今後の方向性 （２ キャッシュレス化の推進） 

 職員による現金紛失や横領等の事故を防止する観点から、原則キャッシュレスとする。 

 
 

○目的 

現金取扱事故防止の観点から
キャッシュレス化を推進 
 
○対象 
全職場 
 
○調査内容 
・現金支出及び収入の実態 
 （件数・金額・内容） 
・移行可能な代替手段 
・現金に限定する理由 
 
○スケジュール 
・2017年10月 
 全職場へ調査依頼（済） 
   ※職員による現金支出額は 
     2016年度約60億円 
    （H29.11月現在調査中） 

・年内 調査回答のとりまとめ 
 

現金取扱いの 
実態調査  

 
 
○結果の分析 

調査結果から、現金取扱いの実
態と課題を分析 
 
○対応方針の検討 

業務ごとに口座振替への移行や
電子決済の活用等について検討 
 
 

→キャッシュレス化の 
 対応方針を決定 

現金取扱業務の 
見直し 

対応方針に基づき 
原則キャッシュレス 

とする 

全庁的な取組（しごと改革） 
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第３章 今後の方向性 （３ マネジメントにおける新公会計制度の活用促進） 

 各局マネジメントにおける新公会計制度の活用を促進し、「都民ファースト」や「ワイズ・スペンディング（賢い支出）」の 
視点に立った都政を実現していく。 

「都民ファースト」で「ワイズ・スペンディング（賢い支出）」の視点に立った都政 

アカウンタビリティの充実 マネジメントへの活用 

 

 

 

〇 他自治体等の活用事例の紹介 

〇 各局の事業別財務諸表の作成を支援 

 ・各局の人件費等間接費を事業別に   

  配賦する機能を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 活用及び分析手法の情報共有、発信 

 ・都のマネジメントへフィードバック 

〇 都内自治体への制度導入の支援 

  円滑な導入を支援し、活用事例の 
  裾野を拡大 

 ・都と同様の制度を導入する自治体 
  への着実な支援 

 ・その他都内自治体への助言 

 

 

 

 

〇 公表資料の不断の改善 

 ・財務指標から明らかになる情報や 
  分析指標の研究 

 ・「財務諸表（概要版）」の充実など 

〇 財務諸表の正確性確保 

 ・勘定科目の点検・精査、複式検査 

 ・企業会計の動向を踏まえた 
  会計基準の改善 

正確で分かりやすい財務情報の発信 各局での活用推進に向けた支援 活用の推進に向けた自治体間連携 

新公会計制度 今後の取組 

人件費

事業 事業 事業



参考資料 
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支出事務フロー図 

 各局・所において、支出負担行為に基づき支出決定を行い、支出命令書を発行。 
 会計管理者（委任された特別出納員を含む）は審査を行い、審査終了後、支払を執行。 
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各局・所 会計管理者 

支
出 

負
担
行
為 

収支命令者 

支
出
命
令
書
の
発
行 

特別出納員 

審 

査 
支出命令書 

（１００万円未満） 

出納課 

支 

払 

執

行 

事 業 執 行 課 

支出命令書 
（１００万円以上） 

※支出負担行為： 
   契約締結や補助金交付   
   決定などをする行為 

※収支命令者： 
   各局・所の予算   
   事務主管課長 

※特別出納員： 
   会計管理者から審査を 
   委任された者（各局・所   
   の予算事務を取り扱う者） 

審 

査 

支

出

決

定 

参考資料 （適正な会計事務の確保） 



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

　　　　●「会計制度・機構改革の基本方針」策定（10月）

●資金前渡拡大（少額）

●継続支払審査簡略化

　　　　●出納事務所廃止（12月）

　　　　●100万円未満の審査を各局・所の特別出納員へ委任（12月）

　　　　●審査・会計実務研修

●収支命令者研修 ●中央研修に変更 ●会計実務研修に新公会計追加

　　　　　●金銭出納員研修

●研修講師派遣 ●オーダーメイド研修に名称変更

●地区別集合研修 　　　　　　　　　　　　　○廃止

　　　　●随時検査開始（10月） 　　　　　　　○随時検査終了

●定期検査開始 ●審査基準に合わせ検査項目見直し ●検査時のヒアリング開始

　　　　●国費不正経理への自主点検（10月～4月） ●再検査開始

●管理職向け

「会計だより」

●合冊版掲出 ●全職員向け

「会計だより」

これまでの取組

制度・

機構

●「会計だよ

り」発行開始

●会計事務の手引、研修

　テキスト、質疑応答集の

　整理・統合

●相互自己検査　　

情報

発信

検査

研修・

指導

簡素で効率的な執行体制 

 会計事務の適正化を図ることを基本としつつ、簡素で効率的な執行体制を構築。 

参考資料 （適正な会計事務の確保） 

6 6 17 13 13 11 11  11  11  11  11  11  11  10  10  10  

7,033  

4,439  

3,629  

2,298  
2,455  

1,988  1,750  
1,207  

676  693  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

職員数及び不適正な事務処理件数の推移 
局職員定数（人） 

検査員数（人） 

不適正な事務処理件数（件） 

出納事務所廃止 

 
 
 

「高額または支出内容が複雑な案件」（委託料・負担金補助及交付
金）について、支払の適正性を確認。土木工事についても会計事
務に加え、設計・積算に踏み込んで検査 

 

 
会計事務担当職員が検査員となり、
他部署の書類を相互に見る検査 
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P.29参照 
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参考資料 （新公会計制度の推進） 

財務会計システムによる複式処理の特徴 
 
 

 財務会計システムにより、日々の会計処理の段階から複式簿記の処理を実施し、これにより財務諸表を作成。 

官

庁

会

計

複

式

簿

記

・

発

生

主

義

会

計

正味財産変動計算書

予算編成

予算書

執 行 年 度 末 決 算

現金収支の入力

キャッシュ・フロー
計算書

行政コスト計算書

貸借対照表
借方 貸方

流動資産 流動負債

預金 300,000 都債 490,000
・ ・
・ 固定負債

固定資産 引当金 30,000
建物 250,000

・ 正味財産
・ 12,000

複式情報の蓄積
（大部分は自動処理）

給料 15,000

工事費 300,000

委託料 20,000

合計 335,000

決 算 書

財 務 諸 表

借方 貸方
委託料 未払金

20,000 20,000

未払金 現金
20,000 20,000

複 式 仕 訳

固定資産関連システム
（資産系システム)

東 京 都
発 行 債 券
証 券 番 号
１１２９４９

公債管理システム
(負債系システム)

細事業コード
節・細節
歳入略科目コード

減 価 償 却 費 ・ 照 合 デ ー タ

金 利 等

複式情報の入力

TAIMS端末

財務会計システムの範囲

③ 事業別財務諸表への展開 

  ・管理事業を設定することにより、施設ごとや 
   個別事業ごとの事業別財務諸表を 
   任意に作成可能  

 

 

① 予算科目から勘定科目への自動変換 

  ・現金収支の処理は従来の官庁会計と同じ 

  ・２～３項目の新たな複式情報の入力により、 
   自動的に勘定科目へ変換 

② 固定資産関連システム・公債管理 
    システムと連携 

  ・複式情報を財務会計システムへ取り込み、 
   自動仕訳 

財務会計システムによる複式処理 
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参考資料 （新公会計制度の推進） 

  

 各会計の歳入歳出決算を補完する資料として、「決算参考書財務諸表」を議会へ提出。 
 また、都民向けには、「東京都の財務諸表（概要版）」を公表。 

2016年度決算から、新たに「財務諸
表から分かる指標」の推移を追加 

東京都の新たな公会計制度に基づく公表資料 



57 

  

 都の財務諸表は、税収や国庫支出金等を行政コスト計算書の「収入」に計上（企業会計に近い）。 
 日々の複式処理と同時に事業別の仕訳を行うことにより、事業別財務諸表の作成も可能。 

① 貸借対照表 

② 行政コスト計算書 

2 0 1 5年度  各会計合算財務諸表  

（単位：億円） 

　費　　用 67,510 　収　　入 73,947

　　行政費用 66,252 行政収入 73,627

分担金及負担金、

寄附金等 196

　　特別費用 364 国庫支出金 2,841

　　金融費用 894 地方税等 67,379

使用料及手数料 1,502

金融収入 154

その他 1,709

当期収支差額 6,437 特別収入 166

費用 151,093,927 収入 23,647,890
行政費用 147,145,886 行政収入 23,644,935

地方税 0
国庫支出金 12,390,240
分担金及負担金 16,410
使用料及手数料 10,480,748
財産収入 32,078
諸収入 725,459
寄附金 0

金融費用 3,595,615 金融収入 0
特別費用 352,426 特別収入 2,955

当期収支差額（収入－費用） △ 127,446,038

８４．４％    ○当期収支差額  

○国庫支出金  

６．９％    ○使用料及手数料  

＜主な費用＞  
○教員、事務職員 
    等の職員費 

＜主な収入＞ 
○授業料（使用料）  
○就学支援金  
         （国庫支出金） 

○分担金及負担金、財産収入、諸収入、特別収入 
      ０．５％    

 ８．２％    

費
用
に
占
め
る
比
率

 

（単位：千円） 

（12,390,240） 

（776,902） 

（10,480,748） 

例 ： 都 立 高 校 改 革 の 推 進  

税
収
、
国
庫
支
出
金
等
を
 

行
政
コ
ス
ト
計
算
書
に
計
上
 

①収支のバランスが一見して明らか 

②日々の会計処理により、 
     事業別財務諸表への展開が容易 

収支全体の成り立ちが説明できる 

学校別の行政コスト計算書等を都立高校HPで公表 

※ 各数値は、「平成27年度主要施策の成果」 
   から、東京都会計管理局にて試算 

「東京都会計基準」に基づく財務諸表の特徴 

事業に係る 
各財源の 
把握が可能 

参考資料 （新公会計制度の推進） 
 

資 産 334,953 負 債 73,774

流動資産 14,337 　　流動負債 4,322

正味財産 261,180

固定資産 320,616
　　固定負債 69,451
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参考資料 （新公会計制度の推進） 
 

 2017年4～5月に実施した、各自治体向け意見交換会のご案内。 

「意見交換会」 



公金管理について（2017年度公金管理計画） 
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参考資料 （安全で効率的な公金管理） 

出典：「平成29年度公金管理計画」 （東京都会計管理局） 
 

2 0 1 7 年 度 公 金 管 理 計 画 

○ 公金全体の資金規模 約 5兆1,750億円 （平均残高見込） 

    【内訳】  ① 歳 計 現 金 等    約 1兆400億円 

          ② 基    金         約 3兆6,600億円 

          ③ 準公営企業会計資金  約 4,750億円 

① 「歳計現金等」   
     都では、歳計現金に歳入歳出外現金（源泉徴収所得税等） 
     と、定額の資金を運用するための基金に属する現金を 
     含んだものを指す。 

※ 「歳計現金」  
     収入・支出に係る現金で、日々の支払に充てるための資金 
 
② 「基金」 
     特定の目的のため資金を積み立てるために設けた基金に 
     属する現金及び有価証券を指す。 
 
③ 「準公営企業会計資金」  
     準公営企業の会計に係る資金 

※ 「準公営企業」 
     地方公営企業法のうち、財務規定等が適用される、 
     地方公共団体が経営する企業のこと。都では、病院事業、 
     臨海地域開発事業、港湾事業、市場事業及び都市再開発 
     事業の5事業を準公営企業として設置 

○  歳計現金等は、原則１年以内で保管するものであり、 

  預金での保管を基本 
 
○  日々の支払に備えるための支払準備金は流動性のある 

  当座預金、普通預金で保管し、これを上回る運用可能資金は 

  定期性預金で保管 

 
 
○  基金の運用にあたっては、各基金の設置目的を踏まえ、 

  それぞれの積立及び取崩の計画等に適切に対応できるよう、 

  金融商品及び運用期間を設定 
 
○  金融商品別のポートフォリオについては、適切な分散運用を 

  基本とし、金融環境の変化に応じて柔軟に運用 

 
 
○  準公営企業会計資金については、日々の支払に備える 

  ための支払準備金は普通預金で保管し、これを上回る 

  運用可能資金は、定期性預金等を基本に運用 



官民連携インフラファンド 

 本ファンドは、全国のエネルギー分野への投資を通じた電力供給の安定化等を目指す。 
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参考資料 （官民連携ファンドの運営状況の監視） 

 【概要】  【投融資実績】 

フ ァ ン ド 規 模 全体で約300億円

目 的
全国のエネルギー分野への投資を通じた電力供給の安
定化等

投 融 資 対 象 事 業

２０１２年度組 成 時 期

電力・エネルギー分野のインフラ事業

フ ァ ン ド

運 営 事 業 者

株式会社ＩＤＩインフラストラクチャーズ
スパークス・アセット・マネジメント株式会社

・各１ファンド（投資事業有限責任組合）
（計２ファンド）

都 の 出 資 規 模
各ファンド15億円、計30億円
（有限責任組合員として出資）

東
京
都

IDIインフラファンド

㈱IDIインフラストラクチャーズ

スパークス・アセット・マネジメント㈱

スパークスインフラファンド

民間資金

民間資金

発電事業

発電事業

出資 投融資

発電事業

発電事業

投融資

投融資

投融資

出資

出資

出資

15億円

15億円

 【スキーム】 
太陽光発電

（約1,800kW）

太陽光発電

（約2,600kW）

ガスエンジン発電

（約11,600kW）

太陽光発電

（約21,700kW）

太陽光発電

（約15,100kW）

太陽光発電

（約2,700kW）

太陽光発電

（約21,200kW）

太陽光発電

（約2,900kW）

ガスタービンコンバインドサイクル発電

（約101,400kW）

ガスタービンコンバインドサイクル発電

（約107,400kW）

ガスエンジン発電

（約82,000kW）

太陽光発電

（約2,200kW）

太陽光発電

（約7,700kW）

太陽光発電

（約8,000kW）

太陽光発電

（約9,800kW）

太陽光発電

（約8,000kW）

太陽光発電

（約2,200kW）

投融資先発電所：１７か所 
発電出力：約４０万ｋW 

（2017年9月末現在） 

ＩＤＩインフラファンド 

スパークスインフラファンド 



官民連携再生可能エネルギーファンド 

 本ファンドは、再生可能エネルギーの都内での導入促進、東北地方等における広域的な普及拡大等を目指す。 
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参考資料 （官民連携ファンドの運営状況の監視） 

 【概要】  【投融資実績】 

（2017年9月末現在） 
 ※ ファンド運営事業者であるＪＡＧ国際エナジー株式会社のグループ会社 
 

 【スキーム】 

…JAG：「広域型」ファンド 
…スパークス：「都内投資促進型」ファンド 
…スパークス：「広域型」ファンド 

ＪＡＧ国際エナジー株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社

フ ァ ン ド

運 営 事 業 者

・各２ファンド
　（都内投資促進型ファンド：合同会社）

　（広域型ファンド：投資事業有限責任組合）
（計４ファンド）

組 成 時 期 ２０１４年度

都 の 出 資 規 模

都内投資促進型ファンド
　各ファンド１億円、計２億円　（匿名組合出資（有限責任））

広域型ファンド
　各ファンド５億円、計10億円（有限責任組合員として出資）

フ ァ ン ド 規 模 全体で約100億円

投 融 資 対 象 事 業

都内投資促進型ファンド

　都内の再生可能エネルギー発電事業
広域型ファンド

　東京電力・東北電力管内地域の再生可能エネルギー発電事業

目 的
再生可能エネルギーの都内での導入促進、東北地方等における広域
的な普及拡大等 投融資先発電所：１１か所 

発電出力：約１４万ｋW 

太陽光発電 
（約36,800kW) 

バイオマス発電 
（約6,300kW) 

太陽光発電 
（約16,800kW) 

太陽光発電 
（約12,500kW) 

太陽光発電 
（約2,400kW) 

太陽光発電 
（約840kW) 

太陽光発電 
（約20,300kW) 

太陽光発電 
（約420kW) 

太陽光発電 
（約12,800kW) 

風力発電 
（約18,000kW) 

太陽光発電 
（約15,400kW) 



官民連携福祉貢献インフラファンド 

 本ファンドは、都内における子育て支援施設を含む福祉貢献型建物の整備促進等を目指す。 
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参考資料 （官民連携ファンドの運営状況の監視） 

 【概要】  【投融資実績】 

 【スキーム】 

フ ァ ン ド 規 模 全体で約100億円を目指す

目 的
都内における子育て支援施設を含む福祉貢献型建物の
整備促進等

ＡＩＰヘルスケアジャパン合同会社
スターツアセットマネジメント株式会社

・各１ファンド（投資事業有限責任組合）
（計２ファンド）

投 融 資 対 象 事 業 都内における福祉貢献型建物を整備する事業

組 成 時 期 ２０１５年度

フ ァ ン ド
マ ネ ジ ャ ー

都 の 出 資 規 模

ＡＩＰヘルスケアジャパン合同会社のファンド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　25億円
スターツアセットマネジメント株式会社のファンド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　12.5億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計37.5億円
　（有限責任組合員として出資）

 2017年9月末現在、ファンドからの投融資の実現には至っていない。 
 ファンドマネジャーは、東京都内において、利用者のニーズや地元区市
町村の意向等を踏まえ、事業として成立可能性が高い地域を対象に、
様々な案件の実現に向けて検討している。 
 

想定プロジェクト 

１Ｆ 調剤薬局・商業施設

２Ｆ 子育て支援施設（保育所）

３Ｆ 医療関連施設

４Ｆ 医療関連施設

５Ｆ 医療関連施設

６～９Ｆ

住 宅
高齢者向け施設

（有料老人ホーム、

サ高住など）

子育て支援施設（保育所）

商 業 施 設
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参考資料 （官民連携ファンドの運営状況の監視） 

 【経済産業省「投資事業有限責任組合モデル契約」における秘密保持条項】 

 都（有限責任組合員）は、各ファンドについて、それぞれ経済産業省「投資事業有限責任組合モデル契約」に準拠し
た契約を締結しており、当該契約に基づき公表。 

第50条 秘密保持 
  
 

資料：経済産業省「投資事業有限責任組合モデル契約」より抜粋 

有限責任組合員は、 
(ⅰ)本組合に関して本組合、他の組合員若しくは投資先事業者等から受領した情報、及び 
(ⅱ)本契約に基づき又は有限責任組合員たる地位に基づき若しくは有限責任組合員に本契約において与えられたいずれかの 
   権利の行使により取得した情報（第25 条に定める財務諸表等及び半期財務諸表等を含む。） 
を、第三者に対し開示又は漏洩してはならないものとし、 
また、かかる情報を本契約に定められる目的以外のために使用してはならないものとする。 
 
但し、かかる情報には、 
(ⅰ)受領時に既に公知であったもの、 
(ⅱ)受領時に当該有限責任組合員が既に保有していたもの、 
(ⅲ)当該有限責任組合員が受領した後に当該有限責任組合員の責に帰すべき事由によらず公知となったもの、 
(ⅳ)当該有限責任組合員が、秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手したもの及び 
(ⅴ)無限責任組合員が開示することを承認したもの 
は含まれないものとする。 

１
  

 組合員が故意又は過失により本条に違反して本組合に損失を与えた場合、当該組合員はかかる損失を補填するものとする。 ５
  

２～４ （略）  

官民連携ファンドの情報公開 


